
第３８号議案 

財産の交換について  

上記の議案を次のとおり提出する。  

平成３１年３月２０日 

提出者   多摩市長   阿  部 裕 行  

 

提案理由  

 財産を下記のとおり交換することについて、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第６号の規定により議会の議決に付する。  

 

記  

 

１  交換に供する財産  

⑴  所在及び地番 東京都多摩市永山三丁目９番  

⑵  種 類  ア 土地 

地目 学校用地  

地積 ２０，７５３平方メートル  

イ 建物 

種類 校舎 

構造 鉄筋コンクリート造陸屋根４階建  

延べ面積  ２，５９３．７３平方メートル  

ウ 附属建物①  

種類 校舎 

構造 鉄筋コンクリート造陸屋根２階建  

延べ面積  １，０１４．３０平方メートル  

エ 附属建物②  

種類 体育館  

構造 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建  

延べ面積  ６９９．００平方メートル  

オ その他 

（ア）建物附属施設  

（イ）建物附帯設備  

（ウ）植栽  

（エ）その他工作物  

⑶ 価 格  ２７億９６１万６，４００円  



２  交換により取得する財産  

⑴ 所在及び地番  東京都多摩市諏訪二丁目１４番１ 

⑵ 種 類  ア 土地 

地目 宅地 

地積 １３，３６３．１６平方メートル  

イ 建物 

種類 倉庫 

構造  鉄筋コンクリート・コンクリートブロック造陸

屋根３階建  

延べ面積  ３，４７６.５３平方メートル  

ウ 附属建物 

種類 車庫 

構造 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 

延べ面積  １１７．８４平方メートル  

エ その他 

（ア）建物附属施設  

（イ）建物附帯設備  

（ウ）植栽  

（エ）その他工作物  

⑶ 価 格  ２８億８，９８８万８，２２０円  

 

３  交換の相手方   東京都新宿区西新宿六丁目５番１号  

独立行政法人都市再生機構首都圏ニュータウン本部  

本部長  倉重 渉司   

 

４  交換差額の補足  市は相手方に対し、交換差額金１億８，０２７万１， 

８２０円を支払うものとする。  


